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               　　議　事

（１） 令和７年度　事業報告

（２） 令和７年度　会計報告及び監査報告

（３） 退任役員紹介

（４） 新任役員案

（５） 令和８年度　事業計画案

（６） 令和８年度　会計予算案及び特別会計予算案

（７） ＰＴＡ会則・細則

（８） 組織図
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令和７年度　事業報告

【総務委員会】

月 日 月 日

4 8 入学式 4 2 三郷市PTA連合会 第1回本部役員会

1学年役員選出 8 入学式

16 2学年保護者会(役員選出) 10 学校開放会議

3学年保護者会(役員選出) 5 1 PTA総会(オンライン書面決議)

18 学校開放会議

22 総務会

5 1 PTA総会(オンライン書面決議)

7 第1回理事会

10 三郷市PTA連合会 新旧理事会・会長会

12 業者による除草作業立ち会い(～17日)

19 みさとスポーツフェスティバル2025

第1回実行委員会 【学年委員会】
21 猪俣商店様と資源回収立ち会い

24 体育祭来賓接待 ■１学年
27 PTA会費集金 月 日

6 14 三郷市PTA連合会 総会 5 7 第1回理事会

21 枯れ木伐採・東門前U字溝清掃立ち会い 27 PTA会費集金

23 体育館裏除草・U字溝清掃立ち会い(～26日) 7 15 第2回理事会(書面開催)

24 総務会 9 9 第3回理事会

28 三郷市PTA連合会 会長会 12 2 第4回理事会(書面開催)

7 11 学校開放会議 2 3 第5回理事会

15 第2回理事会(書面開催)

PTA会議室・倉庫整理

16 みさとスポーツフェスティバル2025

第2回実行委員会

9 2 三郷市PTA連合会 理事会・会長会 ■２学年
6 育成会・懇談会・学校公開受付 月 日 　業　内　容

9 第3回理事会 5 7 第1回理事会

10 3 次年度の育成会の在り方についての説明会 27 PTA会費集金

23 PTA会議室整理 7 15 第2回理事会(書面開催)

31 合唱コンクール駐輪場整備など 9 9 第3回理事会

11 6 PTA会議室整理 12 2 第4回理事会(書面開催)

11 学校開放会議 2 3 第5回理事会

26 令和7年度東部地区地域学校協働活動

実践発表会

12 2 第4回理事会(書面開催)

6 三郷市PTA連合会 研究大会

13 資源回収、除草作業 ■３学年
1 16 学校運営協議会・学校関係者評価委員会 月 日 　業　内　容

24 家庭教育講習会 5 7 第1回理事会

2 3 総務会 27 PTA会費集金

第5回理事会 7 15 第2回理事会(書面開催)

17 新入生入学説明会 9 9 第3回理事会

3 3 三郷市PTA連合会 理事会・会長会 12 2 第4回理事会(書面開催)

4 総務・新旧顔合わせ 2 3 第5回理事会

13 卒業証書授与式

25 会計監査

事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容
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【校外委員会】 【成人教育委員会】

月 日 月 日

5 7 第1回理事会 5 7 第1回理事会

10 資源回収・除草作業→雨天延期 29 成人教育委員会

17 資源回収・除草作業→雨天中止 7 15 第2回理事会(書面開催)

24 体育祭パトロール 28 東部地区人権教育実践報告会

6 18 交通校外委員会 9 6 人権教育学級

7 15 第2回理事会(書面開催) 9 第3回理事会

9 6 育成会・懇談会 12 2 第4回理事会(書面開催)

9 第3回理事会 4 第1回人権セミナー

12 2 第4回理事会(書面開催) 5 第2回人権セミナー

6 三郷市PTA連合会 研究大会 6 三郷市PTA連合会 研究大会

13 資源回収、除草作業 25 第3回人権セミナー

2 3 第5回理事会 26 第4回人権セミナー

1 24 家庭教育講習会

2 3 第5回理事会

4 人権教育研究会

【保健体育委員会】 【広報委員会】

月 日 月 日

5 7 第1回理事会 5 7 第1回理事会

24 体育祭駐車場整備、来賓駐車場案内 第1回広報委員会

7 15 第2回理事会(書面開催) 24 体育祭撮影

9 6 育成会・懇談会 7 15 第2回理事会(書面開催)

9 第3回理事会 9 9 第3回理事会

12 2 第4回理事会(書面開催) 10 8 職業体験(2年生)撮影(～10日)

4 薬物乱用防止教室 31 合唱コンクール撮影

6 三郷市PTA連合会 研究大会 12 2 第4回理事会(書面開催)

2 3 第5回理事会 6 三郷市PTA連合会 研究大会

2 3 第5回理事会

事　業　内　容 事　業　内　容

事　業　内　容 事　業　内　容
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委員長 委員長

副委員長 副委員長

副委員長 委員長

副委員長 副委員長

副委員長 委員長

委員長 副委員長

副委員長 委員長

副委員長 副委員長

副委員長 副委員長

委員長 副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

《 地　区　理　事 》

氏　　名 氏　　名

赤城　美穂  栄３・４ 長 新海　幸恵  谷中 長

中村　京子 副 是永　香 副

小山　ゆか  谷口南 長 伊藤　智恵 副

若山　陽子 副 加藤　美歩 副

長谷川　紀子  谷口西 長 川島　雅美  新和２ 長

野口　美智子 副 直井　幸恵  市助 副

 新和１ 長 植田　千恵  新和３・４ 長

副 須田　静 副 角田　章子

高尾　百合恵

折笠　真由美

村田　幸子

平野　早紀

町　会　名

令和８年度　退任役員（理事）

《 総 務 委 員 会 》 《 顧　　　問 》

役　職 氏　　名

会長 ―

大久保　真弓

副会長 渡辺　鮎美

辻　潤子

小熊　理恵

氏　　名

副会長

会計 大野　麻美

《 会　計　監　査 》

会長補佐 ―

大久保　真弓

書記 山口　奈央子

辻　潤子

大浦　茜

保
体

《 専 門 委 員 会 》

役　職 氏　　名 役　職 氏　　名

《 学 年 委 員 会 》

町田　美奈

池上　グレイシー

成
人

―

幹事

森　英明

塩川　舞子

小野塚 ユカ

― 校
外

前田　愛佑子

堀　彩

副 

戸ヶ崎Ａ　長 

五十嵐　恵理子

２
学
年

中村　涼子

木内　みさき

会計

幹事

戸ヶ崎Ｂ　長 

松本　宏美

―

森　由紀

木村　美由

書記 牧野　千尋

町　会　名

広
報

１
学
年

田熊 リナ

小川　翠

川端　三紀恵

副 

三木　美晴

大石　千穂

倉持　諭子

新井　恵子

岡田　真紀

町　会　名

３
学
年

―

工藤　有希

沖原　優子

田崎　彬子

副 

栄１・２　長 
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氏　　名 クラス 氏　　名 クラス

神谷　功一 1-3

播摩　寿子 2-5 神谷　友葉 1-3

飯山　めぐみ 2-5 小山内　梨沙 1-1

塩原　新一郎 1-2 旭　光子 1-4

阿部　綾華 2-3 涌嶋　貴子 1-6

新井　智子 2-5 三上　利絵 1-3

岩佐　正則 1-2,2-2 伊藤　いづみ 1-3

佐々木　美代 2-1

中原　真美 2-4

※各学年・クラス委員・専門委員会については休止となります。

令和８年度　新任役員（案）

《 総　務　委　員　会 》

役　　職役　　職

《 顧 問 》《 会 計 監 査 》

戸田　大輔

渡辺　鮎美

大浦　茜

《 常 任 理 事 》

須賀　一永教頭先生

書　　記

書　　記

会　　計

会　　計

幹　　事

副 会 長

副 会 長

会　　長

会　　計

会　　計

書　　記

書　　記

幹　　事

副 会 長

副 会 長
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令和８年度　事業計画（案）

【総務委員会】

月 日 月 日

4 8 11 未定 資源回収(学校分)

1学年保護者会 10 学校開放会議

  11 三郷市PTA連合会 研究大会(準備会)②

10 学校開放会議 12 5 三郷市PTA連合会 研究大会

15 全校保護者会 未定 学校保健委員会

5 1 PTA総会(オンライン書面決議) 1 16 家庭教育講演会

8 第1回理事会 2 5 第3回理事会

9 17 入学説明会

12 未定 三郷市人権教育実践報告会

21 成人教育委員会 3 15 卒業証書授与式

29 体育祭（予備日6/2） 24 近隣小学校卒業式

6 9 交通校外委員会 未定 会計精算業務

25 三郷市PTA連合会 定期総会・懇話会 未定 会計監査

未定 PTA会費集金（口座引落し）

7 1 三郷市PTA連合会 研究大会(準備会)① 【令和９年度　予定】

7 学校開放会議 4 入学式

未定 地域学校保健委員会   近隣小学校入学式

9 11 第2回理事会 全校保護者会

12 学校公開 5 PTA総会(オンライン書面決議)

30 新旧理事会

10 30 合唱コンクール

三郷市PTA連合会 第2回理事会・会長会

資源回収・除草作業（予備日5/16)

事　業　内　容 事　業　内　容

入学式

近隣小学校入学式

三郷市PTA連合会 第1回理事会・会長会
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第9条 第9条

第13条 第13条

第14条 第14条

第18条 第18条

第24条 第24条理事会は総会に次ぐ決議機関であり、会長・副会
長・校長・常任理事・理事・書記・会計・幹事・各
委員会委員長によって構成され、必要事項を審
議決定する。
1.理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が
議長を務める。
2.理事会は、書面または電磁的方法による議決
を行うことができるものとする。

理事会は総会に次ぐ決議機関であり、会長・副会
長・校長・常任理事・理事・書記・会計・幹事・各
委員会委員長(必要に応じて委員会が発足した
場合)によって構成され、必要事項を審議決定す
る。
1.理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が
議長を務める。
2.理事会は、書面または電磁的方法による議決
を行うことができるものとする。

役員の選出は次のとおりとする。
1.会長・副会長の選出は、11月に常任理事・各委
員会による選考委員会の構成及び候補の受付を
し、又は、会員中より推薦を行い理事会にはかり
総会の承認を得て決定する。
2.常任理事は学校側より選出し、理事会の承認
を得て総会に報告する。
3.総務委員及び校外委員会は前1項による選考
委員会が会員中より選任し、理事会の承認を得
て総会に報告する。
4.地区理事は各町会2名以上を会員中より互選し
理事会の承認を得る。
5.各委員会の委員長及び委員の選出方法につい
は、細則に定める。但し、委員長及び副委員長、
地区理事は、兼任できない。

必要に応じて役員の選出は次のとおりとする。
1.会長・副会長の選出は、11月に常任理事・各委
員会による選考委員会の構成及び候補の受付を
し、又は、会員中より推薦を行い理事会にはかり
総会の承認を得て決定する。
2.常任理事は学校側より選出し、理事会の承認
を得て総会に報告する。
3.総務委員及び校外委員会は前1項による選考
委員会が会員中より選任し、理事会の承認を得
て総会に報告する。
4.地区理事は各町会2名以上を会員中より互選し
理事会の承認を得る。
5.各委員会の委員長及び委員の選出方法につい
は、細則に定める。但し、委員長及び副委員長、
地区理事は、兼任できない。

第7章　会議 第7章　会議

この会を円滑に運営するために次の会議をも
つ。
１．総会  ２．理事会　３．学年委員会
４．専門委員会 ５．特別委員会

この会を円滑に運営するために次の会議を必要
に応じてもつ。
１．総会　２．理事会　３．学年委員会
４．専門委員会　５．特別委員会

本会の会員は会費を納めるものとし、
会費は、一世帯につき年間3600円とする。
(但し、中途の場合1か月300円で計算し返金す
る。また中途転入の場合も1か月300円で計算し
集金する。

本会の会員は会費を納めるものとし、
会費は、一世帯につき年間3000円とする。
(但し、中途の場合1か月250円で計算し返金す
る。また中途転入の場合も1か月250円で計算し
集金する。

第6章　役員 第6章　役員

本会の役員は次のとおりとする。
会長 １名　副会長　複数名
常任理事　若干名（学校側）
会計 Ｐ２名以上　Ｔ１名
書記 ２名以上
幹事 ２名以上
地区理事 各町会２名以上
理事　若干名（各委員会正副委員長）　　クラス委
員（各クラス５名以上　理事を除く）

本会の役員は次のとおりとする。
会長 １名　副会長　複数名
常任理事　若干名（学校側）
会計 Ｐ２名以上　Ｔ１名
書記 ２名以上
幹事 ２名以上
必要に応じて下記、理事をおくことができる。
地区理事 各町会２名以上
理事　若干名（各委員会正副委員長）
クラス委員（各クラス５名以上　理事を除く）

三郷市立栄中学校PTA会則・　一部改訂(案)
社会情勢の変化及び現状のPTA組織に沿った会則が必要と考え一部改訂の提案をいたします。

現在の会則 改定後の会則

第5章　会計 第5章　会計
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第１章 名称及び事務局

第１条 本会は三郷市立栄中学校PTAと称し、事務局を栄中学校におく。
住所：埼玉県三郷市栄４丁目３２５
（昭和４９年５月１日　栄中学校ＰＴＡ設立）

　　　　　　　　　　　　　
第２章 目　的

第２条 本会は会員相互の親睦をはかり研鑚をかさねて、より教養をたかめ、保護者と教職員が協力
して家庭・学校ならびに社会における生徒の幸福な成長をはかることを目的とする。

第３章 方針及び活動

第３条 本会は教育を本旨とし前条の目的を達成するため、次の方針に従って活動する。
１． 会の円滑な運営を図り、あわせて会員の意識向上を目指し、各種研修会及び講習会を行う。
２． 家庭と学級との緊密な連絡を保ち生徒の健全育成に努める。
３． 生徒のための良好な環境の維持保全につとめ福祉の増進を図る。
４． 公教育の充実と学校行事への協力に努める。
５． 生徒福祉のために活動する他団体及び機関に協力する。
６． 特定の政党や宗教にかたよることなく、また私的な営利を目的とする行為は行わない。
７． その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。

第４章 会　員

第４条（資格）本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者及び本校に在籍する教職員とする。
第５条 本会の会員はより良い会員となるように努め、全て平等の義務と権利を有する。
第６条 教職員は各委員会に所属し活動に協力する。
第７条 本会は三郷市ＰＴＡ連合会に加盟する。

第５章 会　計

第８条 本会の活動にかかわる経費は、会費その他の収入によって賄われる。
第９条 本会の会員は会費を納めるものとし、会費は、一世帯につき年間3000円とする。

(但し、中途の場合1か月250円で計算し返金する。また中途転入の場合も
1か月250円で計算し集金する。

第１０条 本会の会計は総会に於いて決議された予算に基づいて行われる。
第１１条 本会の決算は会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第１２条 本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

第６章 役　員

第１３条 本会の役員は次のとおりとする。
会長 １名　　副会長　複数名　　常任理事　若干名（学校側）
会計 Ｐ２名以上　Ｔ１名　　書記 ２名以上　　幹事 ２名以上
必要に応じて下記、理事をおくことができる。
地区理事 各町会２名以上　　理事　若干名（各委員会正副委員長）
クラス委員（各クラス５名以上　理事を除く）

第１４条 必要に応じて役員の選出は次のとおりとする。
１． 会長・副会長の選出は、11月に常任理事・各委員会による選考委員会の構成及び候補の

受付をし、又は、会員中より推薦を行い理事会にはかり総会の承認を得て決定する。
２． 常任理事は学校側より選出し、理事会の承認を得て総会に報告する。
３． 総務委員及び校外委員会は前1項による選考委員会が会員中より選任し、理事会の承認を得て総会に

報告する。
４． 地区理事は各町会2名以上を会員中より互選し理事会の承認を得る。
５． 各委員会の委員長及び委員の選出方法についは、細則に定める。

但し、委員長及び副委員長、地区理事は、兼任できない。
第１５条 本会の運営や経理の監査について諮問に応ずる若干名の顧問と会計監査をおくことができる。顧問は

会長が委嘱し総会において報告する。会計監査は会員に限らず役員経験者の中から会長が委嘱し総会

三郷市立栄中学校ＰＴＡ会則　

において報告する。
顧問は会長の諮問に応じて、指導助言、相談にあたる。会計監査は、会計を指導し帳簿を監査する。



13

第１６条 役員の任期は１年とし、再任は妨げない。但し役員に欠員が生じたとき補充された役員の
任期は前任者の残任期間とする。

第１７条 役員の任務は次の通りとする。
１． 会長は本会を代表し会務を総括する。
２． 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
３． 常任理事は理事会に出席し、本会の運営に参画する。
４． 書記は各会議に参加し本会の活動に関する事項を記録保管し、この会の事務を処理する。
５． 会計は総会にて決定した予算に基づいて、この会の全ての会計事務を処理する。
６． 幹事は本会の運営に参画し、審議及び歓送迎会、新年会等の各行事を主導する。
７． 理事は本会の運営に参画し、審議及び決算事項の処理にあたり、校外指導委員となる。
８． 会計監査は、会の運営及び会計を指導し帳簿を監査する。

第７章 会　議

第１８条 この会を円滑に運営するために次の会議を必要に応じてもつ。
１．総会　　　２．理事会　　　３．学年委員会　　　４．専門委員会　　　５．特別委員会

第１９条 総会は最高の決議機関であり全会員をもって構成され、年１回会長が招集する。
但し会員の３分の１以上の要求があった場合、または理事会が必要と認めた場合は臨時
総会を開くことができる。議長はその都度会員の中から専任される。

第２０条 総会審議は書面（電磁的記録を含む）によるものとする。但し会員の出席が必要と
理事会が認めた時は集会形式とする。

第２１条 総会は、全会員の過半数の議決書の提出または、出席があった場合に成立する。
但し集会形式の場合は、委任状を認める。

第２２条 総会の議事は、議決書の提出者または、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の時は
議長が決定する。

第２３条 総会では、次の事項を審議、決定する。
１． 事業報告、決算報告及び事業計画、予算に関すること。
２． 会則の制定または改正に関すること。
３． 役員の承認及び選任に関すること。
４． その他、会の運営に必要な事項。

第２４条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、会長・副会長・校長・常任理事・理事・書記・会計・幹事・
各委員会委員長(必要に応じて委員会が発足した場合)によって構成され、必要事項を審議決定する。
1.理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。
2.理事会は、書面または電磁的方法による議決を行うことができるものとする。

第２５条 各委員会は第２条の目的達成のため、第３条の方針に基づき活動をする。
運営に必要な事項については別に定める。

第２６条 特別委員会は、会長が運営上必要と認めたとき、理事会の承認を得て設けることができる。
但し委員長は会長が委嘱する。

第２７条 会長が運営上必要と認めたとき、会長・副会長・会計・書記・幹事によって
総務会を開くことができる。

第２８条 本会の各会議の議決は出席者の過半数をもって成立する。
第２９条 本則に定めない事項は細則に定める。

第８章 細　則

第３０条 細則の制定または改正は理事会の決議を経て総会に報告する。

第９章 付　則

第３１条 本会の会則は 平成　２年　５月１２日 改　　正
平成　４年　５月　９日 一部改正
平成　５年　５月１５日 一部改正
平成　６年　５月２１日 一部改正
平成　８年　５月１８日 一部改正
平成１１年　４月　１日 一部改正
平成１７年　４月　４日 一部改正
平成２３年　４月１５日 一部改正
平成２６年　４月２５日 一部改正
平成２７年　５月　８日　　　　　　　　　一部改正
平成２８年　５月　２日 一部改正
平成２９年　５月　２日 一部改正
令和　５年　５月　１日 一部改正
令和　６年　５月　１日 一部改正
令和　７年　５月　１日 一部改正
令和　８年　５月　１日 一部改正
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細則

第2条 第2条

第3条 第3条

第4条 第4条

学年委員会は学年ごとに各学級から委
員２名以上を選出し、各学年委員会を構
成する。

必要に応じて学年委員会は学年ごとに
各学級から委員を選出し、各学年委員会
を構成する。

各専門委員長、副委員長の選出は委員
会ごとに予定者を推薦し、会長がこれを
委嘱する。

必要に応じて各専門委員長、副委員長
の選出は委員会ごとに予定者を推薦し、
会長がこれを委嘱する。

三郷市立栄中学校PTA細則　一部改訂(案)

社会情勢の変化及び現状のPTA組織に沿った細則が必要と考え一部改訂の提案をいたします。

現在の細則 改定後の細則

本会は会則第２条の目的達成のために
次の委員会をおく。
１．学年委員会
　（１学年・２学年・３学年）
２．広報委員会
３．成人教育委員会
４．校外指導委員会
５．保健体育委員会

本会は会則第２条の目的達成のために
必要に応じて次の委員会をおくことがで
きる。
１．学年委員会
　（１学年・２学年・３学年）
２．広報委員会
３．成人教育委員会
４．校外指導委員会
５．保健体育委員会
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第１条 本会は会則第３条の方針及び活動を円滑に遂行するため、次のとおり定める。

　　　　　　　　　　　　　

第２条 本会は会則第２条の目的達成のために必要に応じて次の委員会をおくことができる。

１．学年委員会（１学年・２学年・３学年）　　　２．広報委員会

３．成人委員会　　　４．校外指導委員会　　　５．保健体育委員会 

　　

第３条 必要に応じて学年委員会は学年ごとに各学級から委員を選出し、各学年委員会を構成する。

第４条 必要に応じて各専門委員長、副委員長の選出は委員会ごとに予定者を推薦し、会長がこれを委嘱する。

第５条 各委員会は次の方針に基づき活動する。

１． 学年委員会

（１） 学校及び家庭との密接な連絡をとり、保護者会・授業参観・各研修会等に協力し、

保護者と教職員の相互理解をはかる。

（２） 生徒の進路に関係する情報・資料を集め、保護者の進路に対する意識を高める。

２． 広報委員会

（１） 会員の意識を高め、ＰＴＡ活動の理解を得るため、広報誌『さかえ』を年２回位

発行する。

（２） 学校及びＰＴＡの諸活動の取材等を通して、会員相互の情報の伝達、及び意見の

交換等につとめる。

（３） ＰＴＡ連合会主催行事への参加・協力。

３． 成人教育委員会

公教育の理解と会員相互の知識及び教養を高めるため、次の事業を行う。

（１） 家庭教育学級の開催（同和教育、交通安全教育、その他）。

（２） 研修会の実施。

（３） コーラス部への在籍。

（４） ＰＴＡ連合会主催行事への参加・協力。

４． 校外指導委員会

Ｐ連の校外指導委員会に参加するとともに、地域の実情をふまえて生徒の健全な校外生活

を育成するための活動をする。

（１） 一声運動（あいさつ運動）。

（２） 指導パトロール。

（３） 資源回収への協力。

５． 保健体育委員会

会員の健康増進と親睦をはかるため、次の活動を行う。

（１） 運動部（バレーボール部・ソフトボール部、その他）の育成。

（２） ＰＴＡ連合会主催行事への参加・協力。

（３） 市民体育祭への参加・協力。

第６条 前第２条の各委員会は、次の行事などに参加・協力する。

１．入学式 ２．栄中祭（体育祭・文化祭） ３．校内整備 ４．卒業式 ５．その他行事

第７条 各委員会には１名の担当教師が所属し相談役にあたる。

三郷市立栄中学校ＰＴＡ細則
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第８条 専門委員会はＰ連各専門委員会の構成メンバーとして、Ｐ連の専門部会の活動に参加する。

第９条 総会は１・２・３学年会員、教職員及び新旧役員によって構成する。

第１０条 本会が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・

利益を保護することを目的に個人情報の取り扱いについて定めるものとする。

１． （個人情報の定義）本会における個人情報は、アンケート等、氏名、電話番号その他の

記述により個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に

照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものも含む）をいう。

２． （管理責任者）本会における個人情報の管理責任者は会長とする。

３． （取扱者）本会における個人情報の取扱者は、役員及び活動に必要と認められた委員会の

メンバーとする。

４． （利用目的）取得した個人情報は、次の目的のために利用する。

（1） 会費の集金・管理、文書（電磁的記録も含む）の送付、本会が主催する活動の参加者の

管理・連絡

（2） 委員・役員及び会計監査の選出活動

５． （管理）管理者及び取扱者は、次に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

（1） 紛失・破損その他の事故防止

（2） 改ざん・漏えいの防止

（3） 個人情報の正確性・最新性の維持

（4） 不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

６． （各種登録及びアンケート等の取扱）取得した書類等はＰＴＡ会議室にて厳重に保管し

持ち出しは原則禁止する。使用期間は当該生徒の在学期間とし、転出時または卒業時に

役員が適正に廃棄する。

７． （第三者への提供の制限）個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供

してはならない。

８． （漏えい時等の対応）個人情報を漏えい等（紛失も含む）したおそれがあることを把握した

場合は、直ちに会長に報告し、該当個人へ会長より報告する。

第１１条 本会は次の１つに該当したときは、慶弔見舞いを行う。

１． 生徒及び生徒の両親のいずれか又は両親に代わる者のいずれかが死亡した時は10,000円の香典を供える。

２． 生徒及び教職員が死亡した時は、10,000円の香典を供える。

３． 教職員の父母又は配偶者及び子供が死亡した時は、10,000円の香典を供える。

４． 生徒及び教職員が病気又は傷病により１０日以上入院した時は、5,000 円の見舞金を贈る。

５． 教職員が結婚した時は、10,000円の祝金を贈る。

６． 教職員及びその配偶者が出産した時は、10,000円の祝金を贈る。

７． 教職員が退任した時、勤続年数５年未満は、5,000 円　５年以上は10,000円　

校長・教頭には、10,000円の記念品又は餞別を贈る。

第１２条 前条の他必要と認めた時は、役員会にはかり処理する。また緊急を要する時は会長が

先決し、事後承諾することができる。

第１３条 この慶弔見舞に対する物的返礼は、一切行ってはならない。

付則 この細則は平成　３年　４月　１日より施行する。

この細則は平成１１年　４月　１日より施行する。

この細則は令和　５年　５月　１日より施行する。

この細則は令和　８年　５月　１日より施行する。



17

栄中学校ＰＴＡ　組織図
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